
令和6年度入学
新１年生保護者会

学校保健について



１．健康で明るい学校生活を送るために

学校では、子どもたちが自分の健康状態をよく知り、自ら進ん
で心身共に健康な生活を送ることができる子を目指して、教育
活動を進めています。

そのために、保健の面でお願いしたいことがいくつかあります。

学校と家庭との連携を密にし、協力しあって、一人一人の子ど
もが健やかに、そして心豊かに育つよう努めていきたいと思い
ます。



２．毎朝、ご家庭でも
健康観察をお願いします。

「今日はなんとなくだるそう」「顔色がすぐれない」など子
どものちょっとした変化は、誰よりもおうちの方が一番よく
分かります。次の点に気を付けて健康観察をお願いします。

・寝起きはよいか
・食欲はあるか
・元気はあるか
・顔色はいつもと比べてどうか
・排便はどうか（便の状態はどうか）など



①欠席させる場合

必ず担任に学びポケットまたは連絡帳でお知らせください。

②少し体調が悪いが登校させる場合

必ず体温を確かめてください。

学びポケットまたは連絡帳で担任に様子をお知らせください。

＊学校を欠席する場合や、遅れて登校する場合は、理由を連絡帳に

記入し、保護者の方や兄弟を通して担任まで届けてください。

＊体調不良などで体育を見学する場合や、給食後に薬を飲む場合な

ども、連絡帳でご連絡ください。



３．感染症・出席停止について

次の感染症は、学校保健安全法施行規則により、欠席ではなく、
出席停止になります。早めに受診し、登校の許可がでるまでお
休みさせてください。

学校からお渡しする「出席停止解除願い」を保護者の方が記入
し、登校時提出していただきます。次の感染症の診断を受けま
したら担任までお知らせください。



出席停止扱いになる感染症一覧
類分 病 名 出席停止期間の基準

第
１
種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症
候群（病原体がSARSコロナウイルスによるもの）、痘そう、
南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白
髄炎（ポリオ）、ジフテリア、特定鳥インフルエンザ、中東
呼吸器症候群、新型コロナウイルス感染症

治癒するまで

第
２
種

インフルエンザ
発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過
するまで

百日咳
特有の咳が消失するまで又は５日間の適正な抗菌性物質
製剤による治療が終了するまで

麻しん（はしか） 解熱した後３日を経過するまで

流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後５日を経
過し、かつ、全身状態が良好になるまで

風しん（３日はしか） 発疹がなくなるまで

水痘（みずぼうそう） すべての発疹がかさぶたになるまで

咽頭結膜熱（プール熱） 主な症状がなくなった後２日を経過するまで

結核、髄膜炎菌性髄膜炎 感染のおそれがなくなるまで（医師の診断による）

第
３
種

腸管出血性大腸菌感染症
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
感染性胃腸炎（ノロウイルスなど）
溶連菌感染症
伝染性紅班（りんご病）
その他の感染症 ※次ページ表示

感染のおそれがなくなるまで（医師の診断による）

新型コロナウイルス感染症は第２類に分類されました。
出席停止期間の基準は発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後１日を経過するまでです。



※第３種 その他の感染症

コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、手足口病、

マイコプラズマ感染症、ウイルス性肝炎、

帯状疱疹（ヘルペス）、ヘルパンギーナ、

伝染性軟ぞく腫（水いぼ）、伝染性膿痂疹（とびひ）、

伝染性単核症、EBウイルス感染症等



４．保健室について

体調不良やけがなどの際に、体温を測って休ませた
り、応急手当等を行ったりします。また、どうして
けがをしたのか、どうすれば防げたのかを一緒に考
えます。

健康診断や発育測定など様々な保健行事を通して、
自分の体や健康に関心をもち、自ら進んで健康な生
活を送ることができるよう学ぶところです。

保護者の方から健康について相談を受け、共に考え
ていくところです。どうぞお気軽に保健室をご利用
ください。



学校では、学校で起きた病気や怪我の応急処置をします。
(古い傷や家庭管理下での怪我は、家庭での処置をお願いし
ます。)

消毒薬や湿布などのアレルギーがある場合は、入学式で配布
する「保健調査票」にてお知らせください。



５．緊急時の対応について

けがや体調の程度を判断して、熱が高いとき、高くなりそう
なとき、痛みが強いとき、受診が必要と思われるけがや病気
のときは保護者の方に連絡します。

緊急時に、すぐ連絡がつくよう、ご配慮ください。



≪病気の場合≫

児童の様子をみて、発熱や痛みの訴えの強い場合や、
休養しても回復が見られない場合は、おうちの方に連
絡しお迎えに来ていただきます。

≪けがの場合≫

応急処置をして様子をみます。医師の診察が必要と判
断した時は、おうちの方に連絡します。医療行為が行
われる時は、立ち会っていただくことを原則としてい
ます。かかりつけの医者を優先しますが連絡の取れな
い場合は、近隣の病院を受診します。



連絡先は入学時に配布する「家庭緊急連絡票」に正しく記入してく
ださい。

第二、第三の連絡先(勤務先・外出先・不在時等)もご記入ください。

※保護者の方の勤務中は、携帯電話ではつながらないときがよくあ
ります。連絡がつかないと病院での治療が進められない場合があり
ます。

連絡してほしい順番がありましたら、番号をふってください。

連絡先が変更になったときも、その都度担任までお知らせください。

★お願い①★



★お願い②★

持病や食物、薬、その他のアレルギーについても入学時に配
布する「保健調査票」、「家庭緊急連絡票」にご記入くださ
い。

学校でけがをしたり、具合が悪くなったりして、引き続き家
庭でも様子を見ていただきたいときは、電話や連絡帳を通じ
て連絡しますのでお願いいたします。その際は帰宅後のお子
さんの様子を翌日担任または養護教諭までお知らせください。



６．日本スポーツ振興センター
災害給付金制度について

学校管理下で起こった怪我は、日本スポーツ振興センターの保険
が適用になる場合があります。その際は、子供医療証は使用せず、
病院の窓口で一旦、全額現金でお支払いください（併用不可）。
申請後、総医療費の３割＋見舞金1割の計4割が給付されます。

「入学のしおり」に詳細が記載されていますので、ご確認くださ
い。

＊学校管理下で起こった怪我の治療には、大田区児童医療費助成制度（マル子
医療証）よりも日本スポーツ振興センターの災害給付制度が優先となります。

＊保険の適用についてはその都度ご相談ください。



７．定期健康診断について

一人一人の子どもが健康に成長していけるよう、学校では４月
から6月にかけて健康診断を実施していきます。疾病や異常の
有無を確かめ、早めに治療したり、精密検査を受けていただく
ようお知らせをします。

小学生の時期は発育の盛んなときです。大切な時期に疾病や異
常をそのままにしておくと成長を妨げてしまうことがあります。



＜定期健康診断項目＞

●発育測定（身長・体重） ●視力検査

●聴力検査（１・２・３・５年）

●内科検診 ●眼科検診 ●耳鼻科検診 ●歯科検診

●結核検診 ●尿検査

●心臓検診（１年生は全員心電図検査を行います）



ほとんどの検査が年1回しか受けられません。尿検査など家で
とり、提出するものもあります。ご協力をお願いします。

詳しい日程は入学後に配布する保健だよりや学年だよりでお
知らせしますので、よくお読みください。

発育測定(身長・体重)は学期に１回行います。

持病の心臓病や腎臓病などの疾患をお持ちのお子さんや、気
管支喘息やアナフィラキシーなどのアレルギーに対して特別
に校内での配慮や対応が必要なお子さんについてのみ、学校
生活管理指導票の提出が必要です。これは、医師の診断書が
必要になり、お金もかかりますので、養護教諭へご相談くだ
さい。



８．入学までに次のことを身に付けましょう

学校生活を元気に楽しく過ごすためには、基本的な生活習慣
を身に付けることが大切です。入学までに次のことが習慣と
してできるようにご協力をお願いいたします。



①決まった時刻に起きる。

（登校時刻より１時間くらい前には起き、余裕をもって準備しましょう。）

②１人で着替えをする。

③洗顔や食後の歯磨きが１人でできる。

④排便の後始末ができる。

⑤毎日朝食をしっかり食べる。

⑥外から帰ったら、うがい・手洗いができる。

⑦爪は短く切る。

⑧気温に合わせて衣類の調節ができる。

⑨睡眠を十分にとる。

（１年生の睡眠時間は１０時間くらい必要です。とくに、始めの１か月くら
いは、緊張して疲れ気味です。休日の遠出や寝不足は体の不調となって現れ
ます。規則正しい生活をさせ、睡眠時間を十分とらせてください。）


